
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では や

を対象に を行うため、さまざまな支

援メニューを準備しております。お気軽にお問い合わせください。 

創業サポートパッケージ 

お客様を訪問、またはお電話やＷｅｂにより、創業後の資金繰りや経営が軌道に乗るまでに発生する

様々な経営課題についてご相談をお受けし、解決に向けたアドバイスをします。 

 

メニュー１：保証後フォローアップ 

お客様の課題解決のために、ものづくりからサービス業まで、あらゆる業種に応じた専門家からの指導

を無料で受けることができます。 

ＨＰを作りたい、ＳＮＳで広告宣伝したい、売上を上げるためのアドバイスが欲しい等、創業後のお悩

み解決として、専門家派遣をご利用いただけます。 

メニュー２：専門家派遣事業  

起業者同士の情報交換、人的ネットワークの形成、情報提供などを目的に、県内各地で起業者交流会を

開催しております。（開催時期等につきましては、当協会ＨＰをご確認ください。） 

メニュー３：起業者交流会 

お客様の経営活動をサポートするため、経営分析ツールの中小企業経営診断システム（Management 

consulting Support System/略称：McSS）（※１）により得られた財務分析などの総合評価結果診断書を

提供します。（※法人企業限定のサービスとなります。） 

診断書により自社の業界順位や経営課題となっている財務面のポイントを把握することができます。 
 
※１Mcssは、お客様の決算書に基づき、財務状況について評価し、蓄積された全国データと比較した信用力の「位置づけ」と、財務面の
「強み・弱み」を表示する「財務診断ツール」です。わかりやすいよう、診断結果は表やグラフに取りまとめられています。 

メニュー４：経営診断サービス 

設備投資のため追加の資金が必要になった時、また売上が増えて運転資金が必要になった時などは、追

加保証のご相談を承っています。(但し、保証にあたっては審査がございます。) 

ご利用いただける創業者向けの主な制度につきましては、裏面をご覧ください。 

メニュー５：追加保証のご相談 

ご返済の方法を変更したい（毎月の返済額を減らしたい、当初よりも増額して返済したいなど）、組織

変更をした（個人事業主から会社組織に変更した等）場合などのご相談にも応じています。 

※社名や氏名に変更が生じた場合、移転や転居した場合は金融機関や当協会にご連絡ください。 

 

メニュー６：条件変更 

裏面もご覧ください 



保 証 制 度 の ご 案 内 

秋 田 県 創 業 支 援 資 金 

対 象 者 

【事業開始前の創業者】 

①事業を営んでいない個人が、１月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方 

②事業を営んでいない個人が、２月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画

を有する方 

【事業開始後の創業者】 

③事業を開始した日以降の期間が５年未満の方 

④設立の日以降の期間が５年未満の会社 

【法人成り企業】 

⑤事業を営んでいない個人が創業し、その個人が新たに設立した会社に事業承継（法人成り）

した場合で、個人創業から５年を経過していない会社 

一般枠 女性・若者（３５歳未満）枠 

借入限度額 ３，５００万円 ２，５００万円 

保 証 期 間 １０年 

借 入 利 率 １．３０％ 

※創業塾受講者、県内移住 3年以内の方は 

１．１０％ 

１.１０％ 

保 証 料 率 ０．６０％以内 ０％（全額県が補給） 

資 金 使 途 事業を実施するために必要な資金。但し、不動産取得資金及び金融債務の返済資金を除く 

 

 

各市町村 創業資金 

対 象 者 上記秋田県創業支援資金と同様 

借入限度額 １，０００万円（秋田市、三種町は２，０００万円） 

保 証 期 間 １０年以内（据置期間１年以内＜美郷町は２年以内＞） 

借 入 利 率 １．５５％（にかほ市は１．７５％） 

保 証 料 率 ０％（全額市町村が補給） 

資 金 使 途 事業を実施するために必要な資金。但し、不動産取得資金を除く 

※利用可能な制度は他にもございますので、担当者へご相談ください。 

 

 

 

秋田東営業室 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1番 47 号  TEL:018(863)9016 FAX:018-863-9010 

秋田西営業室 〒010-0923 秋田市旭北錦町 1番 47 号  TEL:018(863)9018 FAX:018-863-9010 

大 館 支 所 〒017-0897 大館市字三の丸 90番地   TEL:0186(49)2281 FAX:0186-49-2280 

能 代 支 所 〒016-0817 能代市上町 6 番 28号    TEL:0185(54)2377 FAX:0185-54-2264 

本 荘 支 所 〒015-0821 由利本荘市肴町 66番地 4   TEL:0184(22)5330 FAX:0184-22-5332 

大 曲 支 所 〒014-0051 大仙市大曲浜町 2番 2号 TEL:0187(63)1811 FAX:0187-63-1812 

横手湯沢支所 〒013-0046 横手市神明町 2番 27号 TEL:0182(32)2361 FAX:0182-32-2363 

 


